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資料１－２ 

R６地域森林計画変更箇所【湖南・湖北共通】（湖北の樹立に合わせた記述の修正、追加） 

変更後 変更前 

Ⅰ 計画の大綱 
１ 森林計画区の概況 
（１）滋賀県における森林・林業に関する基本的な考え方 
 ・・・省略・・・ 

その一方で、戦後積極的に造成された人工林を主体に蓄積は充分確保されてお

り、木材資源としての県産材の利用と新たな需要を創出するための取組の重要性

が高まりを見せている。また、様々な生物の生息地・生育地としての生物多様性

の保全、里山林をはじめとした身近な森林を生活のふれあいの場、環境教育の場

等とする森林空間の総合的な利用、二酸化炭素の固定に代表される地球温暖化の

防止に果たす役割など森林の持つ多面的機能の発揮への期待が以前にも増して

高まっている。 
このような期待に応えるため、滋賀県では、令和２年度に琵琶湖森林づくり条

例を改正し、令和３年度に琵琶湖森林づくり基本計画（第 2 期）を策定し、「多

面的機能の持続的発揮に向けた森林づくり」「多様な主体との協働により進める

森林・林業・農山村づくり」「森林資源の循環利用による林業の成長産業化」「豊

かな森林を未来に引き継ぐ人づくり」を基本方針として琵琶湖森林づくり県民税

を活用し取り組んでいる。令和５年度には県産材の利用を促進することにより、

私たちの暮らしを支えるかけがえのない滋賀の森林を健全な姿で未来に引き継

ぐため滋賀県県産材の利用の促進に関する条例が施行された。これに伴い、同年

度に基本計画の見直しを行い、これまでの取組をさらに一歩進めることとなっ

た。 
 また、平成３１年４月に森林経営管理法が施行され、市町が主体となって適切

な森林の経営管理を図る責務が規定されている。このため、滋賀県では、市町が

実施する森林境界明確化支援のため航空レーザ解析や法務局公図を地図上に配

Ⅰ 計画の大綱 
１ 森林計画区の概況 
（１） 滋賀県における森林・林業に関する基本的な考え方 
 ・・・省略・・・ 

その一方で、戦後積極的に造成された人工林を主体に蓄積は充分確保されて

おり、木材資源としての県産材活用と新たな需要を創出するための取組の重要

性が高まりを見せている。また、様々な生物の生息地・生育地としての生物多様

性の保全、里山林をはじめとした身近な森林を生活のふれあいの場、環境教育の

場等とする森林空間の総合的な利用、二酸化炭素の固定に代表される地球温暖

化の防止に果たす役割など森林の持つ多面的機能の発揮への期待が以前にも増

して高まっている。 
このような期待に応えるため、滋賀県では、令和２年度に琵琶湖森林づくり条

例を改正し、令和３年度に琵琶湖森林づくり基本計画（第 2 期）を策定し、「多

面的機能の持続的発揮に向けた森林づくり」「多様な主体との協働により進める

森林・林業・農山村づくり」「森林資源の循環利用による林業の成長産業化」「豊

かな森林を未来に引き継ぐ人づくり」を基本方針として琵琶湖森林づくり県民

税を活用し取り組んでいる。基本計画に基づき、森林を「守り」ながら「活かす」

好循環を創出する取組を進めるとともに、「森林・林業・農山村」を一体的に捉

え、琵琶湖を取り巻く農山村の価値や魅力、地域資源を活かした「やまの健康」

推進プロジェクトが始動している。 
また、平成 31 年 4 月に森林経営管理法が施行され、市町が主体となって適切

な森林の経営管理を図る責務が規定された。このため、滋賀県では、市町が実施

する森林境界明確化支援のための基礎データの整備・提供や林業従事者の技術

の向上や新規就業のための技術的な支援、市町職員の森林・林業施策推進の支援



2 
 

置する合成公図の作成など基礎データの整備・提供を行うとともに林業従事者の

技術の向上や新規就業のための技術的な支援、市町職員の森林・林業施策推進の

支援を行うことを目的に「滋賀もりづくりアカデミー」を開講し森林づくりを支

える人材育成を進めている。 
 
第２ 森林の整備および保全に関する基本的な事項 
１ 森林の整備および保全の目標その他森林の整備および保全に関す

る基本的な事項 
（１） 森林の整備および保全の目標 

森林の有する多面的機能は、水源涵
かん

養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、

快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機

能からなる公益的機能および木材等生産機能に分類できる。これら各機能の発揮

を期待する区域について、地域の関係者の合意に基づきつつ、市町村森林整備計

画において具体的な区域の設定を行うこととする。区域の設定にあたっては複数

の機能の発揮を期待する森林とすることや、各市町の状況に応じた区域設定も可

能とする。 
また、主伐・再造林にあたっては、花粉症発生源対策を加速する。 
各機能と、その機能発揮の上から望ましい森林資源の姿は次のとおりとする。 

（２） 森林の整備および保全の基本方針 
 
 
 
 
木材等生産機能 
 
 
 
 

 林木の生育に適し、効率的な施業が可能な森林については

、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進

する。 
 具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的

に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応

じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育

および間伐等を推進することを基本として、将来にわたり

育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による

確実な更新を行う。この場合、施業の集約化や機械化を通じ

た効率的な整備を推進することおよび植栽にあたっては花

粉の少ない苗木を優先的に植栽することを基本とする。 
 

を行うことを目的に「滋賀もりづくりアカデミー」を開講し森林づくりを支える

人材育成を進めている。 
 

 
 
 
第２ 森林の整備および保全に関する基本的な事項 
１ 森林の整備および保全の目標その他森林の整備および保全に関す

る基本的な事項 
（１） 森林の整備および保全の目標 

森林の有する多面的機能は、水源涵
かん

養機能、山地災害防止機能／土壌保全機

能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保

全機能からなる公益的機能および木材等生産機能に分類できる。これら各機能

の発揮を期待する区域について、地域の関係者の合意に基づきつつ、市町村森林

整備計画において具体的な区域の設定を行うこととする。区域の設定にあたっ

ては複数の機能の発揮を期待する森林とすることや、各市町の状況に応じた区

域設定も可能とする。 
各機能と、その機能発揮の上から望ましい森林資源の姿は次のとおりとする。 

（２） 森林の整備および保全の基本方針 
 
 
 
 
木材等生産機能 
 
 
 
 

 林木の生育に適し、効率的な施業が可能な森林については

、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進

する。 
 具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的

に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に

応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、

保育および間伐等を推進することを基本として、将来にわ

たり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽に

よる確実な更新を行う。この場合、施業の集約化や機械化

を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。 
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第３ 森林の整備に関する事項 
 
 １ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、国の示す「主伐時における伐採・

搬出指針」に則し、第２「森林の整備および保全に関する基本的な事項」（湖南 

P10、湖北 P9 ）、第６の１「間伐立木材積その他の伐採立木材積」（湖南 P 40、
湖北 P39 ）を踏まえ、第３の５（５）林産物の搬出方法（湖南 P29、湖北 P28）
および第４の１（２）「森林の土地の保全のための林産物の搬出方法を特定する

必要のある森林及びその搬出方法（湖南 P34、湖北 P33）と整合し、次の事項

を指針として、市町内の気候、地形、土壌等の自然条件、野生生物の生育環境、

森林資源の構成、森林に関する社会的要請、施業制限の状況、木材の生産動向、

森林の生物多様性の保全、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え

等の加速化等を勘案して計画事項を定めるものとする。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第３ 森林の整備に関する事項 
 
 １ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、国の示す「主伐時における伐採・搬

出指針」に則し、第２「森林の整備および保全に関する基本的な事項」（湖南 P10、
湖北 P9）、第６の１「間伐立木材積その他の伐採立木材積」（湖南 P40、湖北 P39）
を踏まえ、第３の５（５）林産物の搬出方法（Ｐ29）及び第４の１（３）「森林

の土地の保全のための林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬

出方法（湖南 P34、湖北 P33）と整合し、次の事項を指針として、市町内の気候、

地形、土壌等の自然条件、野生生物の生育環境、森林資源の構成、森林に関する

社会的要請、施業制限の状況、木材の生産動向、花粉の発生源となるスギ等の人

工林の伐採・植替え等の加速化等を勘案して計画事項を定めるものとする。 
 



4 
 

R6 地域森林計画変更箇所【湖南のみ】 

変更後 変更前 

Ⅱ 計画事項 
 第１ 計画の対象とする森林の区域 
               面積 ha 

区   分 面   積 
総   数 ８８，９８７ 

 
市 
 
町 
 
別 
 
内 
 
訳 
 

大 津 市       ２２，００６ 
 近江八幡市   １，２４５ 
 草 津 市           ２０７ 
 守 山 市            ２２ 
 栗 東 市         １，８６６ 
 甲 賀 市       ３０，４１６ 
 野 洲 市          １，０１４ 
 湖 南 市         ３，６４３ 
 東 近 江 市        ２１，１１６ 
 日 野 町         ６，０９９ 
 竜 王 町         １，３５３ 

 
  林地開発等による森林区域の減     ８．５５ha 

 
 
 
 
 

Ⅱ 計画事項 
 第１ 計画の対象とする森林の区域 
                           面積 ha 

区   分 面   積 
総   数 ８８，９９５ 

 
市 
 
町 
 
別 
 
内 
 
訳 
 

大 津 市       ２２，００６ 
 近江八幡市   １，２４５ 
 草 津 市           ２０９ 
 守 山 市            ２２ 
 栗 東 市         １，８６６ 
 甲 賀 市       ３０，４０８ 
 野 洲 市          １，０１４ 
 湖 南 市         ３，６４３ 
 東 近 江 市        ２１，１２８ 
 日 野 町         ６，１００ 
 竜 王 町         １，３５４ 
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４ 林道の開設又は拡張に関する計画 

開   設   １９．４Km     路線数  １９ 

改   良   ５４．７Km     路線数 ７６ 

 

    林道計画の変更による改良路線数の追加、舗装合計数値の訂正 

５ 保安林整備および治山事業に関する計画  

（３）実施すべき治山事業の数量 

            地区数   うち前半５年分 

大津市     ４８地区     ３７地区 

栗東市     １１地区     １１地区 

    野洲市      ４地区      ２地区 

    湖南市     １５地区     １２地区 

    甲賀市     ６８地区     ５７地区 

   近江八幡市    １６地区     １６地区 

東近江市    ３３地区    ２１地区 

日野町     １２地区     ８地区 

竜王町      １地区     １地区 

 

治山事業計画の変更による治山事業数量の増 

 

４ 林道の開設又は拡張に関する計画 

 開   設    １４．２Km     路線数  １８ 

 改   良    ４９．８Km   路線数  ７３ 

 

５ 保安林整備および治山事業に関する計画 

（３）実施すべき治山事業の数量 

          地区数   うち前半５年分 

大津市     ４８地区     ３６地区 

栗東市     １１地区     １１地区 

    野洲市      ４地区      ２地区 

    湖南市     １５地区     １２地区 

    甲賀市     ６８地区     ５７地区 

   近江八幡市    １６地区     １６地区 

東近江市    ３３地区    ２０地区 

日野町     １２地区     ７地区 

竜王町      １地区     １地区 
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R６地域森林計画数量の全計画からの変更箇所【湖北のみ】 

変更後 変更前 

Ⅱ 計画事項 
 第１ 計画の対象とする森林の区域 
                            単位：面積 ha 

 
区   分 

 
面   積 

総   数 ９４，８５０ 
 
市 
町

別 
内 
訳 

彦 根 市  ２，５２３ 
長 浜 市  ３４，００４ 
高 島 市 ３２，２１６ 
米 原 市 １３，８３４ 
愛 荘 町     ９２３ 
豊 郷 町         －  
甲 良 町     １５４ 
多 賀 町 １１，１９１ 

 

林地開発等による森林区域の減   ２．８７ha 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 計画事項 
 第１ 計画の対象とする森林の区域 
                                  単位：面積 ha 

 
区   分 

 
面   積 

総   数 ９４，８５３ 
 
市 
町

別 
内 
訳 

彦 根 市  ２，５３３ 
長 浜 市  ３３，９９６ 
高 島 市 ３２，２１９ 
米 原 市 １３，８３６ 
愛 荘 町     ９２４ 
豊 郷 町         －  
甲 良 町     １５４ 
多 賀 町 １１，１９１ 
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第４ 森林の保全に関する事項 

 
調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立ち、森林の適正な保全と

利用との調整を図ることとし、地域における飲用水等の水源として依存度の高い森

林、良好な自然環境を形成する森林等、安全で潤いのある居住環境の保全および形

成に重要な役割を果たしている森林の他用途への転用は極力避けるものとする。 

また、土石の切り取りや盛土等を行う場合には、気象や地形および地質等の自然

条件、地域における土地利用および森林の現況並びに土地の形質の変更目的および

内容を総合的に勘案し、実施地区の選定を適切に行うこととする。 

 

（１） 樹根および表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

森林の施業および土地の形質の変更に当たって、水源涵
かん

養、土砂の流出や崩壊防

止上、特に林地の保全に留意すべき森林について、次のとおり定める。 

 

○樹根および表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

                                単位：面積 ha 

 

区   分 

 

面   積 

 

留意すべき事項 

 

備   考 

 

総   数 

 

 ７９，５７８ 

 

 水源涵
かん

養や山地災害

防止機能等の森林の有

する公益的機能の維持

増進を図るため、大面

積皆伐を避け、林地の

形質の変更にあたって

は、林地保全に支障を

及ぼさないよう十分に

留意する。 

 

 

 林小班毎の面積の縦覧

場所は、滋賀県琵琶湖環

境部森林政策課、中部森

林整備事務所、湖北森林

整備事務所、西部・南部

森林整備事務所高島支所

とする。 

 

市 

 

町 

 

村 

 

別 

 

内 

 

訳 

 

彦 根 市 

 

  １，５２５ 

 

 長 浜 市  

 

 ２８，５６０ 

 

 高 島 市 

 

 ２７，６６２ 

 

 米 原 市 

 

 １１，３５３ 

 

 愛 荘 町 

 

     ８０２ 

 

 豊 郷 町 

 

    － 

 

 甲 良 町 

 

       ２９ 

 

 多 賀 町 

 

  ９，６４７ 

       注：総数と内訳の計は、四捨五入のため一致しないことがある。 

 

（２） 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林および 

    その搬出方法 

       該当なし 

第４ 森林の保全に関する事項 

 １ 森林の土地の保全に関する事項 

（１） 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立ち、森林の適正な保全と

利用との調整を図ることとし、地域における飲用水等の水源として依存度の高い森

林、良好な自然環境を形成する森林等、安全で潤いのある居住環境の保全および形

成に重要な役割を果たしている森林の、他用途への転用は極力避けるものとする。 

また、土石の切り取りや盛土等を行う場合には、気象や地形および地質等の自然

条件、地域における土地利用および森林の現況並びに土地の形質の変更目的および

内容を総合的に勘案し、実施地区の選定を適切に行うこととする。 

さらに、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域におけ

る水源の確保、環境の保全に支障を来すことのないよう、その態様等に応じて、法

面の緑化、土留工等の防災施設および貯水池等の設置、環境の保全のための森林の

適正な配置等適切な措置を講ずるものとする。特に、「宅地造成及び特定盛土等規

制法」（盛土規制法）に基づく盛土等に伴う災害の防止や太陽光発電施設の設置に

あたり、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観に及ぼす影響

が大きいことなどの特殊性をふまえ、許可が必要とされる面積規模の引き下げや適

切な防災施設の設置、森林の適正な配置など改正された開発行為の許可基準の適正

な運用を行うこととする。 
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樹立に伴う計画量およびレイアウトの変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

 土砂の流出又は崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域における水源の

確保、環境の保全に支障を来すことのないよう、その態様等に応じて、法面の緑化、

土留工等の防災施設および貯水池等の設置、環境の保全のための森林の適正な配置

等適切な措置を講ずるものとする。特に、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（盛土

規制法）に基づく盛土等に伴う災害の防止や太陽光発電施設の設置にあたり、太陽

光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観に及ぼす影響が大きいこと

などの特殊性をふまえ、許可が必要とされる面積規模の引き下げや適切な防災施設

の設置、森林の適正な配置など改正された開発行為の許可基準の適正な運用を行う

こととする。 

 

（４） その他必要な事項 

       該当なし 

（２） 樹根および表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

森林の施業および土地の形質の変更に当たって、水源涵
かん

養、土砂の流出や崩壊防

止上、特に林地の保全に留意すべき森林について、次のとおり定める。 

 

○樹根および表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

                                単位：面積 ha 

 

区   分 

 

面   積 

 

留意すべき事項 

 

備   考 

 

総   数 

 

 ７９，５６４ 

 

 水源涵
かん

養や山地災害

防止機能等の森林の有

する公益的機能の維持

増進を図るため、大面

積皆伐を避け、林地の

形質の変更にあたって

は、林地保全に支障を

及ぼさないよう十分に

留意する。 

 

 

 林小班毎の面積の縦覧

場所は、滋賀県琵琶湖環

境部森林政策課、中部森

林整備事務所、湖北森林

整備事務所、西部・南部

森林整備事務所高島支所

とする。 

 

市 

 

町 

 

村 

 

別 

 

内 

 

訳 

 

彦 根 市 

 

  １，５２５ 

 

 長 浜 市  

 

 ２８，５４２ 

 

 高 島 市 

 

 ２７，６６５ 

 

 米 原 市 

 

 １１，３５４ 

 

 愛 荘 町 

 

     ８０２ 

 

 豊 郷 町 

 

    － 

 

 甲 良 町 

 

       ２９ 

 

 多 賀 町 

 

  ９，６４８ 

       注：総数と内訳の計は、四捨五入のため一致しないことがある。 

（３） 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林および 

    その搬出方法 

       該当なし 

（４） その他必要な事項 

       該当なし 



9 
 

 

 

 樹立に伴う計画量の変更 

 

 

 

第６ 計画量等 

 

 １ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

                                                         単位：材積 1000ｍ3 

区分 総数 主伐 間伐 

  
総 

数 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

総 

数 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

総 

数 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

総数 1,400 1,280 120 680 600 80 720 680 40 

  
うち前半 

５年分 
784 574 44 238 214 24 380 360 20 

 

 ２ 間伐面積 

                                    単位：面積 ha 

 

区  分 

 

間伐面積 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

総   数 

 

 

１２,６３２ 

 

 

 

 

 

うち前半５年分 

 

 

 ７，３６８ 

 

 

 

３ 人工造林および天然更新別の造林面積 

                                                 単位：面積 ha 

 

区  分 

 

人工造林 

 

天然更新 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

総   数 

 

 

３，２８０ 

 

５４０ 

 

 

 

 

うち前半５年分 

 

 

１，４２０ 

 

 

２４０ 

 

 

第６ 計画量等 

 

 １ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

                                                         単位：材積 1000ｍ3 

区分 総数 主伐 間伐 

  
総 

数 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

総 

数 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

総 
数 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

総数 1,415 1,309 106 633 527 106 782 782 0 

  
うち前半 

５年分 
715 660 55 333 278 55 382 382 0 

 

 ２ 間伐面積 

                                    単位：面積 ha 

 

区  分 

 

間伐面積 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

総   数 

 

 

１５，７２７ 

 

 

 

 

 

うち前半５年分 

 

 

７，９３２ 

 

 

 

３ 人工造林および天然更新別の造林面積 

                                                 単位：面積 ha 

 

区  分 

 

人工造林 

 

天然更新 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

総   数 

 

 

２，７７４ 

 

４５０ 

 

 

 

 

うち前半５年分 

 

 

１，２７４ 

 

 

２５０ 
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４ 林道の開設又は拡張に関する計画 

開   設    ４７．９Km    路線数  ５６ 

  

樹立に伴う計画量の変更 

 

５ 保安林整備および治山事業に関する計画   
（１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等    

① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積 

                                                      単位：面積    ha 

保安林の種類 面  積 

    

うち前半 

５年分 

    総     数  （実面積） 31,000 30,500 

水源涵
かん

養のための保安林 18,500 18,250 

災害防備のための保安林 12,406 11,800 

保健・風致の保存等のための保安林 6,600 6,560 

  

 樹立に伴う計画量の変更および計画量の記述方法の変更。 

 

 

 

 

 

 

４ 林道の開設又は拡張に関する計画 

開   設    ４６．９Km    路線数  ５５ 

 

 

 

５ 保安林整備および治山事業に関する計画   
（１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等    

① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積 

                                                      単位：面積    ha 

保安林の種類 面  積 

    

うち前半 

５年分 

    総     数  （実面積） 32,467 1,766 

水源涵
かん

養のための保安林 18,196 1,629 

災害防備のための保安林 11,814 97 

保健・風致の保存等のための保安林 6,603 500 
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②計画期間内において保安林の指定または解除を相当とする森林の種類別の所在

および面積等 

 水源のための保安林 

  長浜市 １７６ha（前半５年   ８３ha） 

    高島市 １６７ha（  〃     ７９ha） 

  米原市  ７２ha（  〃     ３４ha） 

  多賀町  ５８ha（  〃     ２７ha） 

 災害防備のための保安林 

  彦根市  ２２ha（  〃           ６ha） 

  長浜市 ３０２ha（  〃     ８２ha） 

  高島市 ２８６ha（  〃     ７８ha） 

   米原市 １２３ha（  〃     ３３ha） 

  多賀町  ９９ha（  〃     ２７ha） 

 保健・風致等のための保安林 

  彦根市   １ha（前半５年    ０ha） 

  長浜市  １６ha（  〃      １ha） 

  高島市  １５ha（  〃      １ha） 

  米原市   ６ha（  〃      ０ha） 

  多賀町   ５ha（  〃      ０ha） 

 

樹立に伴う計画量の変更 

 

 

 

 

 

 

 

②計画期間内において保安林の指定または解除を相当とする森林の種類別の所在

および面積等 

 水源のための保安林 

  長浜市 １,０３９ha（前半５年  ６０７ha） 

    高島市   ９８５ha（  〃    ５７５ha） 

  米原市   ４２４ha（  〃    ２４７ha） 

  多賀町   ３４２ha（  〃    ２００ha） 

 災害防備のための保安林 

  彦根市     ８ha（  〃           ３ha） 

  長浜市   １０８ha（  〃     ３５ha） 

  高島市   １０２ha（  〃     ３３ha） 

   米原市    ４４ha（  〃     １４ha） 

  多賀町    ３５ha（  〃     １２ha） 

 保健・風致等のための保安林 

  彦根市    ２４ha（前半５年   １４ha） 

  長浜市   ３２４ha（  〃    １７２ha） 

  高島市   ３０７ha（  〃    １７２ha） 

  米原市   １３２ha（  〃     ７４ha） 

  多賀町   １０７ha（  〃     ６０ha） 
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（３）実施すべき治山事業の数量 

         地区数      うち前半５年分 

  彦根市    ７地区         １地区 

  愛荘町   １０地区         １地区 

  甲良町    １地区         ０地区 

  多賀町   ３７地区         ２地区 

  長浜市   ７３地区        ２０地区 

  米原市   ４７地区         ６地区 

  高島市   ５５地区         ７地区 

 

樹立に伴う計画量の変更 

 

 

 

 

 

樹立に伴う計画量の変更 

（３）実施すべき治山事業の数量 

         地区数      うち前半５年分 

  彦根市    ７地区         ６地区 

  愛荘町   １０地区         ６地区 

  甲良町    １地区         ０地区 

  多賀町   ３７地区        ２８地区 

  長浜市   ７３地区        ５４地区 

  米原市   ４６地区        ３３地区 

  高島市   ５５地区        ４２地区 
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